
公益社団法人日本動物用医薬品協会

会員各位

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する

政令の一部を改正する政令の施行について(通知)

当協会の業務運営につきましては、日頃からご支援、ご協力を頂きお礼申し上げます。

さて、標記のことについて、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長より通知が

ありましたのでお知らせします。

動薬協会発 205 号

平成25年1 2月2 5日

公益社団法人日本動物用医薬品協会

理事長福井邦顕

(公印省略)



社団法人日本動物用医薬品協会理事長殿

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する

政令の部を改正する政令の施行について(通知)

本日、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

の一部を改正する政令(平成25年政令第355号)が公布されたことに伴い、各

都道府県知事、各保健所設置市長及び各特別区長宛てに、別添写しのとおり通

知したので、内容を御了知の上、貴会会員に周知されるようぉ願いします

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

(公印省略)

薬食監麻発1220第 5 号

平成 25年12月20日
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殿

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する

政令の一部を改正する政令の施行について(通知)

本日、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

の一部を改正する政令(平成25年政令第3弱号。以下「改正政令」という。)

が別添のとおり公布されたので、貴職におかれては、下記事項について御了知

の上、関係各方面に対する周知徹底及び適切な指導方御配慮願いたい。

薬食発 1220第 5 号

平成 25年12月20日

第1 改正要旨

1 改正の趣旨

今般、麻薬と同種の有害作用及び麻薬と同種の濫用のおそれが確認され

た物質について、新たに麻薬として指定するため、麻薬、麻薬原料植物、

向精神薬、麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号。以

下「指定政令」という。)を改正するものであること。

2 改正の内容

次の物質を新たに麻薬に指定したこと。(指定政令第1条関係)

① 2 ーエチノレアミノー 1 -(3,4 ーメチレンジオキシフェニノレ)プロ

パンー1ーオン及びその塩類

② 3 -[(1 R,2 R)- 3 -(ジメチノレアミノ)- 1 ーエチノレー 2 ーメ

チルプロピル]フェノール(別名夕ペンタドーノレ)及びその塩類

厚生労働省医薬食品局長

(公印省略)
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③[1 -(5 -フノレオロペンチノレ)- 1 Hーインドーノレー 3 ーイノレ](2,

2,3,3 ーテトラメチノレシクロプロパンー 1 ーイノレ)メタノン及び

その塩類

3 施行期日

公布の日(平成25年12月20田から起算して30日を経過した日(平成26

年1月19日)から施行するものであること。

第2 改正政令の施行に当たっての留意事項

1 研究者及びその他の者が業務又は研究のため、今般麻薬に指定される物

質(以下「麻薬指定物質」という。)を継続して取り扱う場合には、改正

政令の施行日以降、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第H号。以下

「麻向法」という。)による規制を受けることとなることから、当該施行

日までにあらかじめ麻薬研究者等の免許取得等必要な手続を行わせるとと

もに、記録、保管、届出等の規制事項について指導し、管理不備に起因t

る事故が発生しないよう指導されたいとと。

2 既に麻薬研究者等の免許を取得している者が、'麻薬指定物質を取り扱う

場合についても、 1と同様に記録、保管、届出等規制事項について指導し、

管理不備に起因する事故が発生しないよう指導されたいこと。

3 1及び2について、麻向法第四条等の規定に基づく麻薬研究者等の届出

書に記載する期初在庫数量については、施行日現在の在庫数量を記載する

よう指導されたいとと。

4 研究者及びその他の者が所有している麻薬指定物質のうち、今後必要と

しないものについては、改正政令の施行日前までに廃棄するよう指導され

たいこと。なお、麻薬指定物質を廃棄するときは、焼却等当該物質を回収

することが困難となるような方法で行うよう指導されたいこと。

5 改正政令の施行日以降に麻薬指定物質を発見した場合は、所定の調査を

行い、状況に応じた措置をとられたいこと。

第3 物質の構造式等

1 化学名:2 ーエチノレアミノー 1 -(3,4 ーメチレンジオキシフェニノレ)

プロパンー1ーオン

通称: bk -MDEA
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2 化学名

ず

3-[(1R,2R)

2 ーメチノレプロピノレ]

タペンタドーノレ

3 -(ジメチノレアミノ)

フェノーノレ

0H

3 化学名 [1 -( 5 -フノレオロペンチノレ)

ノレ]( 2,2,3,3 ーテトラメ

ノレ)メタノン
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す
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合
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域
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
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こ
に
公
布
す
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Ξ
号

総
合
特
別
区
域
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
総
合
特
別
区
域
法
(
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
)
第
二
十
二
条
の
二
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

総
合
特
別
区
域
法
施
行
令
(
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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権
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の
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任
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二
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(
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土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
指
定
自
家
用
貨
物
自
動
車
の
使
用
の
本

拠
の
位
鎧
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
す
る
。

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
、
指
定
自
家
用
貨
物
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置

を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
委
任
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
総
厶
暑
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五
士
言
ぢ
)
附
則
第
一
条
第

二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
(
平
成
二
士
ハ
午
三
月
Ξ
十
一
日
)
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

国
士
交
通
大
臣

官

内
閣
総
理
大
臣
安
倍
晋
三

公
益
通
柘
者
保
護
庄
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御
名
御
璽

こ
の
政
令
は
、
移
植
に
用
い
る
造
血
幹
謂
の
適
切
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
四
年
法
律
第
九
十

邑
の
施
行
の
日
(
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
)
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
安
倍
晋
三

厚
生
労
働
大
臣
田
村
憲
久

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

政
令
第
Ξ
百
五
十
四
号

公
益
通
報
者
保
護
怯
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
公
益
通
報
者
保
護
法
(
平
成
士
ハ
年
法
律
第
百
二
十
二
号
)
別
表
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

公
益
通
報
者
保
淫
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
(
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
邑
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
百
三
十
五
号
を
第
四
百
三
十
六
号
と
し
、
第
四
百
三
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
Ξ
十
五
移
植
に
用
い
る
造
血
幹
細
胞
の
適
切
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
四
年
法
律
第
九
十

邑

麻
業
、
麻
薬
原
料
植
物
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

御
名
御
璽

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
ヨ

7

政
令
第
Ξ
百
五
十
五
号

麻
業
麻
薬
原
料
柚
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
麻
薬
及
ぴ
向
精
神
薬
取
締
法
(
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
)
別
表
第
一
第
七
十
五
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

麻
薬
麻
薬
原
料
植
物
向
精
神
薬
及
ぴ
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
甕
す
る
政
令
(
平
成
二
午
政
令
第
二
百
三
十
八

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
帋
第
九
十
二
号
を
第
九
十
五
号
と
し
、
第
六
十
一
号
か
ら
第
九
十
石
ぢ
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六

十
号
を
篁
ハ
十
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
言
ぢ
を
加
え
る
。

六
十
三
[
一
 
1
 
(
五
1
フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
)
 
1
 
-
 
H
ー
イ
ン
ド
ー
ル
ー
三
ー
イ
ル
]
(
二
・
ニ
・
Ξ
・
三
ー
テ
ト

ラ
メ
チ
ル
シ
ケ
ロ
プ
ロ
パ
ン
ー
一
ー
イ
ル
)
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

第
一
条
中
第
五
十
九
号
を
筆
ハ
十
省
冒
と
し
、
第
二
十
九
号
か
ら
第
五
十
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二

十
八
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
Ξ
1
穴
一
 
R
 
.
二
R
)
 
1
三
1
 
(
、
シ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
)
1
 
一
ー
エ
チ
ル
ー
ニ
ー
メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
]
フ
エ
ノ
ー

ル

(
別
名
夕
ペ
ン
タ
ド
ー
ル
)
及
び
そ
の
塩
類

第
一
雷
第
二
十
七
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
二
士
台
方
ま
で
を
石
子
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
二
ー
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
ー
一
 
1
 
(
三
・
四
ー
メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
エ
ニ
ル
)
プ
ロ
パ
ン
ー
一
ー
オ
ン
及
ぴ
そ
の

塩
類附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。厚

生
労
働
大
臣
田
村
憲
久

内
閣
総
理
大
臣
安
倍
晋
三

安
倍

太
田

晋
Ξ

昭
宏

内
閣
総
理
大
臣
安
倍
晋
三

内
閣
総
理
大
臣
安
倍
晋
三

内
閣
総
理
大
臣
安
倍
晋
三

自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

御
名
御
璽

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
日

附
則
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